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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固体撮像素子を内蔵し被写体からの撮影光を取り込んで画像データに変換して出力する
電子撮影ユニット、
　被写界を覗くファインダ窓を有し、写真フィルムが装填され、該ファインダ窓を通して
捉えた被写体からの撮影光を取り込んで該写真フィルム上に写真撮影を行なうカメラユニ
ット、および
　電池が内蔵される電池室と、画像データが記録される画像メモリと、操作に応じて撮影
指示を与える操作ボタンと、前記電子撮影ユニットに、前記電池からの電力および前記操
作ボタンからの撮影指示を与えるとともに該電子撮影ユニットで得られた画像データを受
け取る第１のコネクタを備え該電子撮影ユニットと着脱自在に組み合う第１の結合部と、
前記カメラユニットに、前記電池からの電力および前記操作ボタンからの撮影指示を与え
る第２のコネクタを備え該カメラユニットと着脱自在に組み合う第２の結合部と、該電子
撮影ユニットで変換され、該第１の結合部を通じて得られた画像データに基づく画像を表
示する液晶表示パネルとを具備する撮影制御ユニットを備え、
　前記ファインダ窓と前記液晶表示パネルは、前記第２の結合部に前記カメラユニットが
組み合ったときに、互いの重なりを避ける位置に配備されるものであることを特徴とする
撮影システム。
【請求項２】
　前記カメラユニットが、さらに、写真フィルムが装填され装填された写真フィルムを給
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送するフィルム給送ユニットと、該フィルム給送ユニットと着脱自在に組み合わされ撮影
指示に応じて該フィルム給送ユニットに装填された写真フィルム上に撮影光を与えるレン
ズユニットとからなるものであることを特徴とする請求項１記載の撮影システム。
【請求項３】
　前記カメラユニットが、排出時に現像液が展開されて現像されるインスタント写真フィ
ルムが装填され装填されたインスタント写真フィルムを撮影後のタイミングで排出するイ
ンスタントフィルムユニットと、該インスタントフィルムユニットと着脱自在に組み合わ
され撮影指示に応じて該インスタントフィルムユニットに装填された写真フィルム上に撮
影光を与えるレンズユニットとからなるものであることを特徴とする請求項１記載の撮影
システム。
【請求項４】
　前記カメラユニットが、さらに、排出時に現像液が展開されて現像されるインスタント
写真フィルムが装填され装填されたインスタント写真フィルムを撮影後のタイミングで排
出するインスタントフィルムユニットを備え、
　前記レンズユニットが、前記フィルム給送ユニットと着脱自在に組み合うとともに該フ
ィルム給送ユニットに代わり前記インスタントフィルムユニットとも着脱自在に組み合う
ことを特徴とする請求項２記載の撮影システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、装填された写真フィルム上への撮影と、内蔵された固体撮像素子による撮影と
を行う撮影システム、および、この撮影システムにおける撮影の制御を行う撮影制御ユニ
ットに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の、写真フィルム上に写真撮影を行う従来型のカメラに加え、近年、固体撮像素子上
に結像させて電子的な画像データを得ることで撮影を行う電子カメラが急速に普及しつつ
ある。
【０００３】
従来型のカメラには、電子カメラに比べ画質の良い写真を得ることができること等の長所
があり、電子カメラには、撮った画像を編集することができること等の、従来型のカメラ
にはない長所がある。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
したがって、様々な撮影場面に対応するために、電子カメラと、従来型のカメラを一緒に
持ち歩くことも考えられるが、これら２つのカメラを持ち歩くのは煩わしいという問題が
ある。
【０００５】
そこで、これらが一体となった複合カメラが考えられている。
【０００６】
しかし、この複合カメラを使用するとなると、電子カメラのみを使用したい場合にも、不
要な従来型のカメラの機能を含むこの複合カメラ全体を持ち運ぶことになり、また、従来
型のカメラのみを使用したい場合にも、不要な電子カメラの機能を含むこの複合カメラ全
体を持ち運ぶことになり、やはり煩わしいという問題が予想される。
【０００７】
本発明は、上記事情に鑑み、複合カメラの機能を有しながら、携行の便宜が図られた撮影
システム、および、この撮影システムに好適な撮影制御ユニットを提供することを目的と
する。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
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上記目的を達成するための本発明の撮影制御ユニットは、
電池が内蔵される電池室と、
画像データが記録される画像メモリと、
操作に応じて撮影指示を与える操作ボタンと、
固体撮像素子を内蔵し被写体からの撮影光を取り込んで画像データに変換して出力する電
子撮影ユニットに撮影指示を与えるとともにこの電子撮影ユニットで得られた画像データ
を受け取る第１のコネクタを備え、この電子撮影ユニットと着脱自在に組み合う第１の結
合部と、
写真フィルムが装填され被写体からの撮影光を取り込んでこの写真フィルム上に写真撮影
を行なうカメラユニットに撮影指示を与える第２のコネクタを備え、このカメラユニット
と着脱自在に組み合う第２の結合部とを具備することを特徴とする。
【０００９】
ここで、本発明の撮影制御ユニットは、上記撮影ボタンの操作に応じてフラッシュ光を発
光するフラッシュ装置を具備するものであることが好ましい。
【００１０】
本発明の撮影制御ユニットには、電子撮影ユニットと、カメラユニットそれぞれに備えら
れた撮影機能を制御する制御機能が、電子撮影ユニットおよびカメラユニットから分離し
て集約されており、電子撮影ユニットとカメラユニットの双方を、この撮影制御ユニット
の、それぞれに対応する結合部に組み合わせることで、これら電子撮影ユニットとカメラ
ユニットが持つ撮影機能を制御することが可能となる。さらには、この撮影制御ユニット
に、電子撮影ユニットとカメラユニットを別々に組み合わせても、それぞれがもつ撮影機
能を制御することが可能となる。
【００１１】
上記目的を達成するための本発明の撮影システムは、
固体撮像素子を内蔵し被写体からの撮影光を取り込んで画像データに変換して出力する電
子撮影ユニット、
写真フィルムが装填され、被写体からの撮影光を取り込んでこの写真フィルム上に写真撮
影を行なうカメラユニット、および
電池が内蔵される電池室と、画像データが記録される画像メモリと、操作に応じて撮影指
示を与える操作ボタンと、上記電子撮影ユニットに撮影指示を与えるとともにこの電子撮
影ユニットで得られた画像データを受け取る第１のコネクタを備えこの電子撮影ユニット
と着脱自在に組み合う第１の結合部と、上記カメラユニットに撮影指示を与える第２のコ
ネクタを備えこのカメラユニットと着脱自在に組み合う第２の結合部とを具備する撮影制
御ユニットを備えたことを特徴とする。
【００１２】
本発明の撮影システムでは、上記構成により、電子撮影ユニットとカメラユニット双方を
撮影制御ユニットと組み合わせることで、この撮影システムを、電子カメラと従来型のカ
メラを一体化した複合カメラとして使用することが可能となるのはもちろんのこと、電子
撮影ユニットのみをあるいは従来型であるカメラユニットのみをこの撮影制御ユニットと
組み合わせることで、それぞれ、この複合カメラから従来型のカメラの部分を省いた電子
カメラ単体として、あるいはこの複合カメラから電子カメラの部分を省いた従来型のカメ
ラ単体として使用することが可能となる。
【００１３】
ここで、本発明の撮影システムのカメラユニットが、さらに、写真フィルムが装填され装
填された写真フィルムを給送するフィルム給送ユニット、および、このフィルム給送ユニ
ットと着脱自在に組み合わされ撮影指示に応じてこのフィルム給送ユニットに装填された
写真フィルム上に撮影光を与えるレンズユニットからなるものであることが好ましい。
【００１４】
また、本発明の撮影システムのカメラユニットが、排出時に現像液が展開されて現像され
るインスタント写真フィルムが装填され装填されたインスタント写真フィルムを撮影後の
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タイミングで排出するインスタントフィルムユニット、および、このインスタント写真ユ
ニットと着脱自在に組み合わされ撮影指示に応じてこのインスタント写真ユニットに装填
された写真フィルム上に撮影光を与えるレンズユニットからなるものであることも好まし
い態様である。
【００１５】
ここで、例えば、画質を重視した写真撮影を行う場合は、ロール状のフィルムが装填され
たフィルム給送ユニットが組み合わされたカメラユニットが好適であり、写真撮影が行わ
れたその場ですぐにプリント写真を手にしたい場合は、インスタント写真フィルムが装填
されたインスタントフィルムユニットが組み合わされたカメラユニットが好適である。
【００１６】
加えて、本発明の撮影システムのカメラユニットが、装填されたロール状写真フィルムを
給送するフィルム給送ユニットと着脱自在に組み合わされるレンズユニットからなるもの
である上に、さらに、排出時に現像液が展開されて現像されるインスタント写真フィルム
が装填され装填されたインスタント写真フィルムを撮影後のタイミングで排出するインス
タントフィルムユニットを備え、
上記レンズユニットが、上記フィルム給送ユニットと着脱自在に組み合うとともにこのフ
ィルム給送ユニットに代わり上記インスタントフィルムユニットとも着脱自在に組み合う
ものであってもよい。
【００１７】
このように、上記カメラユニットのレンズユニットが、フィルム給送ユニットの他、イン
スタントフィルムユニットとも着脱自在に組み合うものであると、撮影場面に応じて、ロ
ール状写真フィルムが装填されたフィルム給送ユニット、あるいはインスタント写真フィ
ルムが装填されたインスタントフィルムユニットを選択することができる。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態について説明する。
【００１９】
図１は、本発明の撮影システムの第１実施形態の、前方からの外観斜視図である。
【００２０】
図１に示す撮影システム１は、コンパクトカメラユニット２と電子カメラユニット３を、
グリップ４に組み合わせたものである。
【００２１】
図２は、図１に示すグリップの、前方からの外観斜視図である。
【００２２】
図２に示すグリップ４は、上下に走る溝４１が設けられた略円柱形状を有している。
【００２３】
また、図２に示すグリップ４の下部には、電子カメラユニット３をセットするためのステ
ージ部４２が設けられている。グリップ４のステージ部４２には、電子カメラユニット３
をセットするための第１コネクタ４２１が設けられており、また、このグリップ４に設け
られた溝４１には第２コネクタ４１１が設けられている。
【００２４】
また、図２に示すグリップ４の上部には、シャッタボタン４３およびフラッシュ装置４４
も備えられている。
【００２５】
さらに、図２に示すグリップ４には、液晶表示パネル４９（以下、この液晶表示パネルを
ＬＣＤパネルと称呼する）が嵌め込まれた画像表示パネル５０および電池室も備えられて
いる。
【００２６】
図３は、図２に示すグリップ４の、後方からの外観斜視図である。
【００２７】
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図３には、図２に示すグリップ４の後面に備えられた、ＬＣＤパネル４９、ＬＣＤパネル
が嵌め込まれた画像表示パネル５０、および、グリップ４の上下方向に貫通され、画像表
示パネル５０を回動自在に軸支する軸４５が示されている。
【００２８】
電池室は、図２および図３に示すグリップ４の内部に設けられており、グリップ４の底面
から電池が装填される。
【００２９】
図４は、図１に示すコンパクトカメラユニットの、前方からの外観斜視図である。
【００３０】
図４に示すコンパクトカメラユニット２は、レンズユニット部２０とフィルム給送ユニッ
ト部２００で構成されている。
【００３１】
図４に示すコンパクトカメラユニット２のレンズユニット部２０には、ファインダ対物窓
２４、撮影レンズ２１を内蔵したレンズ鏡胴２２等、ロール状の写真フィルム上に撮影光
を与えるために必要な機能が備えられている。
【００３２】
また、図４に示すコンパクトカメラユニット２のレンズユニット部２０には、上下方向に
延びる凸部２３が右側面（図４の左側）に設けられており、この凸部２３は、図２に示す
グリップ４に設けられた溝４１と嵌合する。尚、図示しないが、図４に示すレンズユニッ
ト部２０の凸部２３の中段付近には、この凸部２３の内部に備えられたバネによる付勢を
受ける出没自在のコネクタピンが設けられている。図４に示す凸部２３が、グリップ４に
設けられた溝４１と嵌合すると、このコネクタピンは、その溝４１に設けられた第２コネ
クタ４１１に嵌め込まれる。これにより、グリップ４は、コンパクトカメラユニット２に
備えられた撮影機能の制御を行うことができる。
【００３３】
一方、図４に示すコンパクトカメラユニット２のフィルム給送ユニット部２００には、図
示しない３５ｍｍネガフィルムが巻回されて収納されているフィルムカートリッジ２０１
、このフィルムカートリッジ２０１が装填されるカートリッジ挟持部２０４、ファインダ
接眼窓２０５、このフィルムカートリッジ２０１に収納されている３５ｍｍネガフィルム
を巻き取るフィルム巻き取り用スプール２０２が備えられている。このフィルム巻き取り
用スプール２０２の下部には、レンズユニット部２０に備えられている給送モータ２６（
図６参照）の回転が伝達されるギア２０３が備えられている。尚、図４には、図示の繁雑
さを避けるために、本発明の特徴部分に無関係な、例えばオートフォーカス装置用の投光
窓および受光窓、被写界輝度測定用のＡＥ受光窓等の図示は省略されている。また、図４
では、フィルム給送ユニット部２００が、レンズユニット部２０から離れた位置に描かれ
ているが、図４は、フィルム給送ユニット部２００とレンズユニット部２０が図に示すよ
うに分割されており、また、これらが着脱自在に組み合わされることを示したものであっ
て、図示の都合上、これらが別々の位置に描かれているに過ぎない。
【００３４】
図５は、電子カメラユニットの、前方からの外観斜視図である。
【００３５】
図５に示す電子カメラユニット３は、焦点固定型の光学レンズ３１を備えており、電子カ
メラユニット３の内部、この光学レンズ３１の後方には、ＣＣＤ撮像素子３２（図６参照
）が配設されている。
【００３６】
また、図５に示す電子カメラユニット３の下部には、コネクタ３３が備えられている。電
子カメラユニット３のコネクタ３３が、前述した、図２に示すグリップ４の第１コネクタ
４２１に嵌め込まれると、グリップ４は、電子カメラユニット３の撮影機能の制御を行う
ことができる。
【００３７】
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図６は、図１に外観を示す撮影システムの内部構成図である。ただし、図６には、図示の
繁雑さを避けるため、本実施形態における、本発明の特徴部分に対応する構成の説明には
無関係な構成要素、例えば、オートフォーカス機構、絞り羽根機構、シャッタ羽根機構、
ズームファインダ機構などの図示は省略されている。
【００３８】
図６の左側に示すコンパクトカメラユニット２のレンズユニット部２０には、撮影レンズ
２１を内蔵するレンズ鏡胴２２を繰り出すために正方向に回転し、あるいは、このレンズ
鏡胴２２を沈胴するために逆方向に回転するモータ２５、グリップ４に備えられている後
述するシステムコントローラ４６の指示により、正方向の回転あるいは逆方向の回転のう
ちいずれかをこのモータ２５に指示するモータドライバ２５ａが示されている。
【００３９】
また、図６に示すコンパクトカメラユニット２のレンズユニット部２０には、フィルムカ
ートリッジ２０１に収納された３５ｍｍネガフィルムを巻き取るフィルム巻き取り用スプ
ール２０２を駆動することにより、この３５ｍｍネガフィルムを給送する給送モータ２６
、システムコントローラ４６の指示により、この給送モータ２６に回転方向を指示する給
送モータドライバ２６ａも示されている。
【００４０】
ここで、図示しない３５ｍｍネガフィルムが収納されているフィルムカートリッジ２０１
が、カートリッジ挟持部２０４に装填されることにより、システムコントローラ４６は、
給送モータドライバ２６ａに指示を送り、給送モータ２６を回転させる。その給送モータ
２６の回転により、３５ｍｍネガフィルムの未露光の部分が図４に示すレンズ鏡胴２２の
後方の撮影領域に位置するように、３５ｍｍネガフィルムがフィルムカートリッジ２０１
から引き出される。その後、グリップ４に備えられているシャッタボタン４３の押下に伴
い、システムコントローラ４６からコンパクトカメラユニット２のレンズユニット部２０
の図示しないシャッタ機構に開閉動作の指示が送られ、３５ｍｍネガフィルム上への１コ
マ分の撮影が行われる。これに続き、システムコントローラ４６は、給送モータドライバ
２６ａに３５ｍｍネガフィルムの１コマ分の巻き上げを指示する。これを受けた給送モー
タドライバ２６ａは、フィルムを巻き上げる方向にモータ２６を回転させる。以上のよう
にして３５ｍｍネガフィルムの全コマへの撮影が終了すると、システムコントローラ４６
は給送モータドライバ２６ａに指示を送り、給送モータ２６を逆方向に回転させる。フィ
ルムカートリッジ２０１には、その給送モータ２６の逆方向への回転により、３５ｍｍネ
ガフィルムが再び収納され、このフィルムカートリッジ２０１は現像のために取り外され
る。
【００４１】
一方、図６に示す電子カメラユニット３には、光学レンズ３１を通過する撮影光が結像さ
れるＣＣＤ撮像素子３２、グリップ４に備えられているシステムコントローラ４６からの
指示によりこのＣＣＤ撮像素子３２を駆動させることで、ＣＣＤ撮像素子３２から被写体
画像を表わす画像信号の出力を行わせるＣＣＤドライバ３２ａも示されている。
【００４２】
また、図６に示す電子カメラユニット３には、ＣＣＤ撮像素子３２から出力された画像信
号を画像データに変換するＡ／Ｄ変換回路３４も示されている。
【００４３】
図６に示すグリップ４には、電池が内蔵された電池室からなる電源４７、コンパクトカメ
ラユニット２および電子カメラユニット３に撮影機能を制御する信号を送る、主にＣＰＵ
やＲＡＭで構成されたシステムコントローラ４６が示されている。
【００４４】
また、図６に示すグリップ４には、シャッタボタン４３、シャッタボタン４３の押下に伴
うシステムコントローラ４６からの記録指示により画像データが記録される画像メモリ４
８も示されている。
【００４５】
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さらに、図６に示すグリップ４には、グリップ４に備えられた、図示しないズームスイッ
チによるズーム操作に伴う、画像データに対する処理を、システムコントローラ４６から
の指示により、電子カメラユニット３から送信される画像データに行う画像データ処理回
路４００、この画像データ処理回路４００で処理された画像データを画像信号に変換する
Ｄ／Ａ変換回路４０１、このＤ／Ａ変換回路４０１から出力される画像信号が表わす画像
をＬＣＤパネル４９上に表示させるＬＣＤドライバ４９ａも示されている。
【００４６】
加えて、図６に示すグリップ４には、システムコントローラ４６からの指示により、フラ
ッシュ装置４４を必要な時間発光させるフラッシュ装置ドライバ４４ａも示されている。
以下、この撮影システム１の動作の流れについて、図７を参照して説明する。
【００４７】
図７は、図６に示す撮影システムにおける動作の流れを示すフローチャートである。
【００４８】
この撮影制御システム１のグリップ４に設けられた図示しない電源スイッチがオンされる
と、電源スイッチがオフされるまで図７に示す処理が実行される。
【００４９】
先ず、グリップ４のリセットがステップＭ１で行われ、その後、ステップＭ２に進む。
【００５０】
ステップＭ２では、電子カメラユニット３あるいはコンパクトカメラユニット２のいずれ
かが、グリップ４に組み合わされているか否かが判定される。
【００５１】
ステップＭ２において、いずれも組み合わされていないと判定されたときはこのステップ
Ｍ２を繰り返す。
【００５２】
ステップＭ２において、いずれかか組み合わされていると判定されたときはステップＭ３
に進む。
【００５３】
ステップＭ３では、組み合わされているユニットがコンパクトカメラユニット２であるか
否かが判定される。
【００５４】
ステップＭ３において、コンパクトカメラユニット２が組み合わされていないと判定され
たときは、グリップ４に組み合わされているユニットが電子カメラユニット３のみである
ことになり、ステップＭ４に進む。
【００５５】
ここで、ステップＭ４において実行されるサブルーチン‘電子カメラユニット処理’は本
実施形態とは無関係であるため、詳細は後述する。
【００５６】
ステップＭ３において、コンパクトカメラユニット２が組み合わされていると判定された
ときは、ステップＭ５に進む。
【００５７】
ステップＭ５では、電子カメラユニット３が組み合わされているか否かが判定される。
【００５８】
ステップＭ５において、電子カメラユニット３が組み合わされていないと判定されたとき
は、グリップ４にはコンパクトカメラユニット２のみが組み合わされていることとなり、
ステップＭ６に進む。
【００５９】
ここで、ステップＭ６において実行されるサブルーチン‘カメラユニット処理’も本実施
形態とは無関係であるため、詳細は後述する。
【００６０】
ステップＭ５において、電子カメラユニット３も組み合わされていると判定されたときは
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、グリップ４には電子カメラユニット３とコンパクトカメラユニット２双方が組み合わさ
れていることになり、ステップＭ７に進み、サブルーチン‘電子カメラ・カメラユニット
処理’を実行する。
【００６１】
本実施形態では、このサブルーチン‘電子カメラ・カメラユニット処理’が実行される。
【００６２】
図８は、サブルーチン‘電子カメラ・カメラユニット処理’のフローチャートである。
【００６３】
先ず、グリップ４は、ステップＡ１において、組み合わされている電子カメラユニット３
のリセットを行う。その後、ステップＡ２に進む。
【００６４】
ステップＡ２では、ＣＣＤ撮像素子３２の駆動指示が、グリップ４のシステムコントロー
ラ４６からＣＣＤドライバ３２ａに送られる。これにより、ＣＣＤ撮像素子３２は、その
撮像素子上に結像された被写体像を表わす画像信号を出力する。その後、ステップＡ３に
進む。
【００６５】
ここで、図６も参照しながら説明するが、このＣＣＤ撮像素子３２の駆動により出力され
た画像信号は、Ａ／Ｄ変換回路３４で画像データに変換された後、グリップ４に送られる
。この画像データを受け取るグリップ４の画像データ処理回路４００では、システムコン
トローラ４６の指示に応じた処理が画像データに行われる。この処理が終了すると、処理
済の画像データはＤ／Ａ変換回路４０１に送られて画像信号に変換された後、ＬＣＤドラ
イバ４９ａに入力される。その後、処理された画像がＬＣＤ４９上に表示される。
【００６６】
しかし、図８に示すステップＡ３の段階ではグリップ４はリセットされた直後のため、画
像データ処理回路４００では、システムコントローラ４６の指示により、システムコント
ローラ４６に記憶されている初期設定に応じた処理が画像データに行われ、この初期設定
に応じた処理が行われた画像データが表わす画像のＬＣＤパネル４９上への表示がステッ
プＡ３で行われる。その後、ステップＡ４に進む。
【００６７】
ステップＡ４では、グリップ４に備えられた、図示しないズームスイッチへのズーム操作
があったか否かが判定される。
【００６８】
ステップＡ４において、ズーム操作が無かった判定されたときは、ステップＡ８に進む。
【００６９】
ステップＡ４において、ズーム操作があったと判定されたときは、ステップＡ５に進む。
【００７０】
ステップＡ５では、ズーム操作がズームアップなのかズームダウンなのかが判定され、判
定結果を表わす信号がグリップ４のシステムコントローラ４６からコンパクトカメラユニ
ット２に送られる。その後、ステップＡ６に進む。
【００７１】
コンパクトカメラユニット２は、その判定結果を表わす信号に応じて、鏡胴の繰り出しあ
るいは鏡胴の沈胴をステップＡ６で行う。その後、ステップＡ７に進む。
【００７２】
ここで、グリップ４の画像データ処理回路４００では、前述したように、電子カメラユニ
ット３から送られる画像データにシステムコントローラ４６の指示に応じた処理が行なわ
れているが、ステップＡ４においてズーム操作があったことで、システムコントローラ４
６は、初期設定ではなく、このズーム操作の内容に応じた処理を行うように画像データ処
理回路４００に指示を出す。
【００７３】
この指示により処理された画像データは、Ｄ／Ａ変換回路４０１で画像信号に変換されて



(9) JP 4047559 B2 2008.2.13

10

20

30

40

50

ＬＣＤドライバ４９ａに入力され、この画像信号によって表わされる画像のＬＣＤパネル
４９上への表示がステップＡ７で行われる。その後、ステップＡ８に進む。
【００７４】
ステップＡ８では、シャッタボタン４３が押下されたか否かが判定される。
【００７５】
ステップＡ８において、シャッタボタン４３が押下されていないと判定されたときは、ス
テップＡ３に戻る。
【００７６】
ステップＡ８において、シャッタボタン４３が押下されたと判定されたときは、ステップ
Ａ９に進む。
【００７７】
シャッタボタン４３が押下されると、グリップ４のシステムコントローラ４６は、コンパ
クトカメラユニット２に、装填されている写真フィルム上への撮影指示をステップＡ９で
出す。これにより、コンパクトカメラユニット２では、図示しないシャッタ機構の開閉動
作が行われ写真撮影が行われる。その後、ステップＡ１０に進む。
【００７８】
システムコントローラ４６は、このシャッタボタン４３の押下に伴い、この押下のタイミ
ングで、画像データ処理回路４００から画像データを受け取り、この画像データの画像メ
モリ４８への記録をステップＡ１０で行う。その後、このサブルーチンを抜けて、ステッ
プＭ２に戻る。
【００７９】
以上のように、第１実施形態である撮影システム１では、グリップ４が、自身に組み合わ
される、電子カメラユニット３およびコンパクトカメラユニット２の撮影機能を制御する
ことができる。したがって、この撮影システム１によれば、被写体を、電子カメラおよび
、ロール状の写真フィルムが装填されたコンパクトカメラで撮影することができるため、
撮った画像を編集したり、画質のよいプリント写真を得ることができる。
【００８０】
次に、本発明の撮影システムの第２実施形態について説明する。
【００８１】
図９は、本発明の撮影システムの第２実施形態の、前方からの外観斜視図である。
【００８２】
図９に示す撮影システム１００は、インスタントカメラユニット２０００と電子カメラユ
ニット３を、グリップ４に組み合わせたものである。
【００８３】
図９に示す、電子カメラユニットおよびグリップは、図１に示す、電子カメラユニット３
およびグリップ４と同じものであるため、以下、インスタントカメラユニット２０００に
ついてのみ説明する。
【００８４】
図１０は、図９に示すインスタントカメラユニットの、前方からの外観斜視図である。
【００８５】
図１０に示すインスタントカメラユニット２０００は、レンズユニット部２１００とイン
スタントフィルムユニット部２２００で構成されている。
【００８６】
尚、図１０に示す、インスタントカメラユニット２０００のレンズユニット部２１００の
外観上備えられているものは、図４に示す、コンパクトカメラユニット２のレンズユニッ
ト部２０の外観上備えられているものと同じ種類のものであるため説明は省略する。
【００８７】
また、図１０には、インスタントフィルムユニット部２２００とレンズユニット部２１０
０の分割位置や、また、これらが着脱自在に組み合わされることが示されている。
【００８８】
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図１０に示すインスタントフィルムユニット部２２００には、複数のインスタント写真フ
ィルムが収納されているインスタントフィルムカートリッジ（不図示）、内蔵されている
インスタント写真フィルムの感光を防止するための遮光板２２０５、図示しないファイン
ダ接眼窓からレンズユニット部２１００のファインダ対物窓２１２４を通して被写界を覗
くことができるように設けられたファインダ中継窓２２０４、レンズユニット部２１００
に備えられた図示しない鉤部に掻き上げられる、露光後のインスタント写真フィルムを挟
持し、このインスタントフィルムユニット部２２００の上部へ転送するための、点線で示
される２本の展開ローラ２２０２が備えられている。
【００８９】
また、図１０に示すインスタントフィルムユニット部２２００の上面には、この展開ロー
ラ２２０２に挟持され、上部ヘの転送途中で現像および転写処理がされたインスタント写
真フィルムを排出する排出口２２０３も設けられている。
【００９０】
図１１は、図１０に外観を示すインスタントカメラユニットの内部構成図である。
【００９１】
ただし、図１１においても、図示の繁雑さを避けるため、本実施形態における、本発明の
特徴部分に対応する構成の説明には無関係な構成要素、例えば、オートフォーカス機構、
絞り羽根機構、シャッタ羽根機構、ズームファインダ機構などの図示は省略されている。
【００９２】
図１１に示すインスタントカメラユニット２０００のレンズユニット２１００には、撮影
レンズ２１２１を内蔵するレンズ鏡胴２１２２を繰り出すために正方向に回転し、あるい
は、これを沈胴するために逆方向に回転するモータ２１０５、図９に示すグリップ４のシ
ステムコントローラ４６の指示により、正方向の回転あるいは逆方向の回転のうちいずれ
かをこのモータ２１０５に指示するモータドライバ２１０５ａが示されている。
【００９３】
また、図１１に示すインスタントカメラユニット２０００のレンズユニット部２１００に
は、露光後のインスタント写真フィルムの掻き上げを行う鉤部を駆動させる鉤用モータ２
１０６、システムコントローラ４６の指示により、この鉤用モータ２１０６に所定の回転
を指示する鉤用モータドライブ２１０６ａ、この鉤部に掻き上げられたインスタント写真
フィルムを挟持し、このインスタントフィルムユニット部２２００の上部へ転送する２本
の展開ローラ２２０２を駆動する排出モータ２１０７、システムコントローラ４６の指示
により、この排出モータ２１０７に所定の回転を指示する排出モータドライバ２１０７ａ
が備えられている。
【００９４】
ここで、図９に示すグリップ４に備えられているシャッタボタン４３の押下に伴い、シス
テムコントローラ４６からインスタントカメラユニット２０００のレンズユニット部２１
００の図示しないシャッタ機構に開閉動作の指示が送られると、図示しないインスタント
フィルムカートリッジに収納されているインスタント写真フィルム上に撮影が行われる。
これに続き、システムコントローラ４６は、鉤用モータドライバ２１０６ａに鉤用モータ
２１０６の回転開始を指示すると共に、排出用モータドライバ２１０７ａに排出モータ２
１０７の回転開始を指示する。指示を受けた鉤用モータドライバ２１０６ａは、鉤用モー
タ２１０６を所定の方向に回転させる。これにより、露光後のインスタント写真フィルム
は、所定の高さまでこの鉤部によって掻き上げられ、排出用モータ２１０７の回転により
駆動する２本の展開ローラ２２０２に挟持されて現像処理並びに転写処理が行われた後、
インスタントフィルムユニット部２２００の上面に設けられた排出口２２０３から外部に
排出される。
【００９５】
さらに、図１１に示すインスタントカメラユニット２０００のレンズユニット部２１００
には、図１０に示すレンズユニット部２１００の凸部２１２３に設けられコネクタピン２
１２７も示されており、このコネクタピン２１２７は、図６に示すコンパクトカメラユニ
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ット２のレンズユニット部２０のコネクタピン２７と同じ機能を有するものであるので説
明は省略する。尚、図９に示すこの撮影システム１００の動作の流れの説明については、
第１実施形態である撮影システム１の動作の流れの説明と重複するため省略する。
【００９６】
以上のように、第２実施形態である撮影システム１００では、グリップ４が、自身に組み
合わされる、電子カメラユニット３およびインスタントカメラユニット２０００の撮影機
能を制御することができる。したがって、この撮影システム１００によれば、被写体を、
電子カメラおよび、インスタント写真フィルムが装填されたインスタントカメラで撮影す
ることができるため、撮った画像を編集したり、撮ったその場でプリント写真を手にする
ことができる。
【００９７】
さらに、本発明の撮影システムの第３実施形態について説明する。
【００９８】
本発明の撮影システムの第３実施形態である撮影システム３００は、第１および第２実施
形態の構成要素でもあるグリップ４に、同じく第１および第２実施形態の構成要素である
電子カメラユニット３と本実施形態の特徴部分である両用カメラユニットが組み合わされ
たものである。本実施形態の特徴部分である両用カメラユニットは、第１および第２実施
形態のカメラユニットと同様、レンズユニット部分と、写真フィルムが装填されるフィル
ムユニット部分に分割されており、これらは着脱自在に組み合わされる。ただし、この両
用カメラユニットのレンズユニット部は、第１および第２実施形態のカメラユニットのレ
ンズユニット部とは異なり、第１実施形態で採用されている３５ｍｍネガフィルム上への
写真撮影、第２実施形態で採用されているインスタント写真フィルム上への写真撮影双方
に対応することが可能である。
【００９９】
したがって、第３実施形態である撮影システム３００では、３５ｍｍネガフィルム上に写
真撮影が行う場合とインスタント写真フィルム上に写真撮影を行う場合とがある。
【０１００】
また、この撮影システム３００の他の構成要素である、グリップおよび電子カメラユニッ
トの説明については、第１実施形態でした説明と重複するため省略する。以下、本実施形
態の特徴部分である両用カメラユニットに絞って説明する。
【０１０１】
先ず、この撮影システム３００がインスタント写真フィルム上に写真撮影を行う場合、つ
まり撮影システム３００の両用カメラユニットのレンズユニット部が、インスタント写真
フィルム上への写真撮影に対応した場合について説明する。
【０１０２】
図１２は、レンズユニット部にインスタント写真フィルムユニットが組み合わされた場合
の、この両用カメラユニットの、前方からの外観斜視図である。
【０１０３】
図１２に示す両用カメラユニットは、レンズユニット部３１００とインスタントフィルム
ユニット部３２００で構成されている。
【０１０４】
図１２に示すインスタントフィルムユニット部３２００は、図１０に示す、同じくインス
タント写真フィルムを装填する、第２実施形態のインスタントフィルムユニット部２２０
０と異なる形状を有する。これは、レンズユニット部分とフィルムユニット部分との分割
位置が、図１２に示す両用カメラユニットと、図１０に示すインスタントカメラユニット
２０００とでは異なるためである。本実施形態において、レンズユニット部分とインスタ
ントフィルムユニット部分の分割が図１２に示すようにな行われているのは、上述したよ
うに、図１２に示す両用カメラユニットのレンズユニット部３１００が、このインスタン
トフィルムユニット部３２００の他に、図４に示すフィルム給送ユニット部２００とも組
み合わさることができるようになっているためである。
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【０１０５】
尚、図１２に示す、両用カメラユニットのレンズユニット部３１００の外観上備えられて
いるものは、図４に示す、コンパクトカメラユニット２のレンズユニット部２０の外観上
備えられているものと同じ種類のものであるため説明は省略する。
【０１０６】
図１２に示す両用カメラユニットのレンズユニット部３１００の内部構成図は、図１１に
示す、第２実施形態のインスタントカメラユニット２０００のレンズユニット部２１００
内部構成図と同じ図になり、図１２に示す両用カメラユニットの動作の流れの説明につい
ても、第２実施形態のインスタントカメラユニット２０００の動作の流れの説明と重複す
るため省略する。
【０１０７】
次に、この撮影システム３００で３５ｍｍネガフィルム上に写真撮影を行う場合、つまり
撮影システム３００の両用カメラユニットのレンズユニット部が３５ｍｍネガフィルム上
への写真撮影に対応した場合について説明する。
【０１０８】
この場合には、図４に示す、第１実施形態のコンパクトカメラユニット２のフィルム給送
ユニット部２００が、図１２に示すインスタントフィルムユニット部３２００に代わって
、図１２に示すレンズユニット部３１００に組み合わされる。
【０１０９】
この場合の両用カメラユニットの外観図は、図１と同じ図になるため図示および外観に関
する説明は省略する。
【０１１０】
また、レンズユニット部がインスタント写真フィルム上への写真撮影に対応した場合と、
３５ｍｍネガフィルム上への写真撮影に対応した場合とを比べると、次の点のみが異なっ
ている。このレンズユニット部３１００がインスタント写真フィルム上への写真撮影に対
応した場合においては鉤部を駆動するためのものであった、図１１に示す鉤用モータ２１
０６に相当するモータが、レンズユニット部３１００が３５ｍｍネガフィルム上への写真
撮影に対応する場合には、図４に示すフィルム巻き取り用スプール２０２を駆動するため
のものとなる。また、このレンズユニット部３１００がインスタント写真フィルムに対応
した場合には駆動していた、図１１に示す排出モータ２１０７に相当するモータは、レン
ズユニット部３１００が３５ｍｍネガフィルム上への写真撮影に対応する場合には駆動は
されず不使用となる。
【０１１１】
図１２に示す、共用カメラユニットのレンズユニット部３１００が３５ｍｍネガフィルム
上への写真撮影に対応した場合の、共用カメラユニットのフローチャートを用いた動作の
流れの説明は、第１実施形態の撮影システム１におけるコンパクトカメラユニット２の動
作の流れの説明と同じになるため省略する。
【０１１２】
以上説明したように、第３実施形態である撮影システム３００の共用カメラユニットのレ
ンズユニット部３１００は、ロール状写真フィルムとインスタント写真フィルム双方への
写真撮影に対応しているため、この撮影システム３００によれば、撮影場面によって、ロ
ール状の写真フィルムに写真撮影を行うか、あるいはインスタント写真フィルムに写真撮
影を行うかを選択することができる。
【０１１３】
尚、以上の第１、第２、および第３実施形態では、グリップ４に電子カメラユニット３お
よびカメラユニットを組み合わせた場合について説明してきたが、以下のように組み合わ
せるものであってもよい。
【０１１４】
図１３、図１４は、グリップに第３実施形態の両用カメラユニットのみを組み合わせた場
合を示す図である。
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【０１１５】
図１３には、グリップ４と、ロール状フィルム上への写真撮影に対応した場合の両用カメ
ラユニットとが組み合わされて示されている。
【０１１６】
図１４には、グリップ４と、インスタント写真フィルム上への写真撮影に対応した場合の
両用カメラユニットとが組み合わされて示されている。
【０１１７】
図１３、図１４に示すように組み合わせたときの内部構成図については、図６および図１
１に示してあるため省略し、図１３、図１４に示すように組み合わせたときの動作の流れ
について、図７および図１５を用いて説明する。
【０１１８】
図１３および図１４に示すように組み合わせた場合、図７に示すステップＭ１からステッ
プＭ５まで第１実施形態で説明したと同様に進み、ステップＭ５からステップＭ６に進み
、ステップＭ６でサブルーチン‘カメラユニット処理’を実行する。
【０１１９】
図１５は、サブルーチン‘カメラユニット処理’を示す図である。
【０１２０】
このサブルーチンでは、先ず、組み合わされている両用カメラユニットから送られてくる
フィルム残数や撮影モード等の、グリップ４に備えられているＬＣＤパネル４９上への表
示がステップＢ１で行われる。その後、ステップＢ２に進む。
【０１２１】
ステップＢ２では、グリップ４に備えられた、図示しないズームスイッチによるズーム操
作が行われたか否かが判定される。
【０１２２】
ステップＢ２において、ズーム操作が無かったと判定されたときは、ステップＢ４に進む
。
【０１２３】
ステップＢ２において、ズーム操作があったと判定されたときは、ステップＢ３に進む。
【０１２４】
ステップＢ３では、ズーム操作がズームアップなのかズームダウンなのかが判定され、判
定結果を表わす信号がグリップ４から両用カメラユニットに送られる。両用カメラユニッ
トは、送信されてきた判定結果を表わす信号に応じて、鏡胴の繰り出しあるいは鏡胴の沈
胴を行う。その後、ステップＢ４に進む。
【０１２５】
ステップＢ４では、グリップ４のシャッタボタン４３が押下されたか否かが判定される。
【０１２６】
ステップＢ４において、シャッタボタン４３が押下されていないと判定されたときは、ス
テップＢ１に戻る。
【０１２７】
ステップＢ４において、シャッタボタン４３が押下されたと判定されたときは、ステップ
Ｂ５に進む。
【０１２８】
シャッタボタン４３が押下されると、グリップ４のシステムコントローラ４６は、両用カ
メラユニットに装填されている写真フィルム上への撮影指示をステップＢ５で出す。これ
により、両用カメラユニットでは、図示しないシャッタ機構の開閉動作が行われ写真撮影
が行われる。その後、このサブルーチンを抜けて、ステップＭ２に戻る。
【０１２９】
尚、図１３に示す組み合わせにおいて、図１３に示す両用カメラユニットの代わりに図４
に示すコンパクトカメラユニット２を組み合わせてもよく、また、図１４に示す組み合わ
せにおいて、図１４に示す両用カメラユニットの代わりに図１０に示すインスタントカメ
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ラユニット２０００を組み合わせてもよい。
【０１３０】
また、図１６は、グリップに電子カメラユニットのみを組み合わせた場合を示す図である
。
【０１３１】
図１６には、グリップ４と、電子カメラユニット３が組み合わされて示されている。
【０１３２】
図１６に示す組み合わせの内部構成図については、既に図６に示されているため省略し、
図１６に示す組み合わせにおける動作の流れについて図７および図１７を用いて説明する
。
【０１３３】
図１６に示す構成の場合、図７に示すステップＭ１からステップＭ３まで第１実施形態で
説明したと同様に進み、ステップＭ３からステップＭ４に進み、ステップＭ４でサブルー
チン‘電子カメラユニット処理’を実行する。
【０１３４】
図１７は、サブルーチン‘電子カメラユニット処理’を示す図である。
【０１３５】
このサブルーチンにおいて、先ず、グリップ４は、ステップＣ１において、組み合わされ
ている電子カメラユニット３のリセットを行う。その後、ステップＣ２に進む。
【０１３６】
ステップＣ２では、ＣＣＤ撮像素子３２の駆動指示が、グリップ４のシステムコントロー
ラ４６からＣＣＤドライバ３２ａに送られる。これにより、ＣＣＤ撮像素子３２は、その
撮像素子上に結像された被写体像を表わす画像信号を出力する。その後、ステップＣ３に
進む。尚、この画像信号は図６に示すＡ／Ｄ変換回路３４において画像データに変換され
グリップ４に送られる。
【０１３７】
電子カメラユニット３から送られた画像データに第１実施形態で説明したような初期設定
に応じた処理が行われ、この処理済みの画像データが表わす画像のＬＣＤパネル４９上へ
の表示がステップＣ３で行われる。その後、ステップＣ４に進む。
【０１３８】
ステップＣ４では、グリップ４に備えられた、図示しないズームスイッチへのズーム操作
があったか否かが判定される。
【０１３９】
ステップＣ４において、ズーム操作が無かった判定されたときは、ステップＣ６に進む。
【０１４０】
ステップＣ４において、ズーム操作があったと判定されたときは、ステップＣ５に進む。
【０１４１】
ステップＣ５では、前述したような初期設定ではなく、このズーム操作の内容に応じた処
理が行なわれた画像データが、Ｄ／Ａ変換回路４０１で画像信号に変換されてＬＣＤドラ
イバ４９ａに入力され、この画像信号によって表わされる画像のＬＣＤパネル４９上への
表示がステップＣ５で行われる。その後、ステップＣ６に進む。
【０１４２】
ステップＣ６では、シャッタボタン４３が押下されたか否かが判定される。
【０１４３】
ステップＣ６において、シャッタボタン４３が押下されていないと判定されたときは、ス
テップＣ３に戻る。
【０１４４】
ステップＣ６において、シャッタボタン４３が押下されたと判定されたときは、ステップ
Ｃ７に進む。
【０１４５】
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システムコントローラ４６は、このシャッタボタン４３の押下に伴い、この押下のタイミ
ングで、画像データ処理回路４００から画像データを受け取り、この画像データの画像メ
モリ４８への記録をステップＣ７で行う。その後、このサブルーチンを抜けて、ステップ
Ｍ２に戻る。
【０１４６】
したがって、本発明の撮影システムでは、図１３および図１４に示す組み合わせを採用す
ることで機能を従来型のカメラの機能のみに絞ることも、あるいは、図１６に示す組み合
わせを採用することで機能を電子カメラの機能のみに絞ることもできる。
【０１４７】
尚、以上では、グリップ４にフラッシュ装置４４並びにＬＣＤパネル４９を備えた場合に
ついて説明してきたが、フラッシュ装置４４並びにＬＣＤパネル４９を備えていなくても
よく、また、ロール状の写真フィルムについては３５ｍｍネガフィルムを用いて説明した
が、ポジフィルムであってもよく、また、３５ｍｍ以外のサイズのものであってもよい。
【０１４８】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の撮影システムによれば、電子撮影ユニットとカメラユニッ
トを撮影制御ユニットに着脱自在に組み合わせることができるため、双方による撮影を行
うことができることはもちろんのこと、例えば、撮影制御ユニットに電子撮影ユニットの
みを組み付けて電子カメラ単体にすることも、あるいは撮影制御ユニットにカメラユニッ
トのみを組み付けて従来型のカメラ単体にすることもできる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の撮影システムの第１実施形態の、前方からの外観斜視図である。
【図２】図１に示すグリップの、前方からの外観斜視図である。
【図３】図２に示すグリップの、後方からの外観斜視図である。
【図４】図１に示すカメラユニットの、前方からの外観斜視図である。
【図５】電子カメラユニットの、前方からの外観斜視図である。
【図６】図１に外観を示す撮影システムの内部構成図である。
【図７】図６に示す撮影システムにおける動作の流れを示すフローチャートである。
【図８】サブルーチン‘電子カメラ・カメラユニット処理’のフローチャートである。
【図９】本発明の撮影システムの第２実施形態の、前方からの外観斜視図である。
【図１０】図９に示すインスタントカメラユニットの、前方からの外観斜視図である。
【図１１】図１０に外観を示すインスタントカメラユニットの内部構成図である。
【図１２】第３実施形態の撮影システムの両用カメラユニットの、前方からの外観斜視図
である。
【図１３】グリップに両用カメラユニットのみを組み合わせた場合を示す図である。
【図１４】グリップに両用カメラユニットのみを組み合わせた場合を示す図である。
【図１５】サブルーチン‘カメラユニット処理’を示す図である。
【図１６】グリップに電子カメラユニットのみを組み合わせた場合を示す図である。
【図１７】サブルーチン‘電子カメラユニット処理’を示す図である。
【符号の説明】
１　撮影システム
１００　撮影システム
２　コンパクトカメラユニット
２０　レンズユニット部
２００　フィルム給送ユニット部
２０００　インスタントカメラユニット
２０１　フィルムカートリッジ
２０２　スプール
２０３　ギア
２０４　カートリッジ把持部
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２０５　ファインダ接眼窓
２１、２１２１、３１２１　撮影レンズ
２１００　レンズユニット部
２１０５、２５　モータ
２１０５ａ、２５ａ　モータドライバ
２１０６　鉤用モータ
２１０６ａ　鉤用モータドライバ
２１０７　排出モータ
２１０７ａ　排出モータドライバ
２１２３、２３、３１２３　凸部
２２、２１２２、３１２２　レンズ鏡胴
２２０２　展開ローラ
２２０３　排出口
２２０４　ファインダ中継窓
２２０５　遮光板
２４、２１２４、３１２４　ファインダ対物窓
２６　給送モータ
２６ａ　給送モータドライブ
３　電子カメラユニット
３００　撮影システム
３１　光学レンズ
３１００　レンズユニット部
３２　ＣＣＤ
３２ａ　ＣＣＤドライバ
３２００　インスタントフィルムユニット部
３３、４１１、４２１　コネクタ
３４　Ａ／Ｄ変換回路
４　グリップ
４００　画像データ処理回路
４０１　Ｄ／Ａ変換回路
４１　溝
４２　ステージ部
４３　シャッタボタン
４４　フラッシュ装置
４４ａ　フラッシュ装置ドライバ
４５　軸
４６　システムコントローラ
４７　電源
４８　画像メモリ
４９　ＬＣＤパネル
４９ａ　ＬＣＤドライバ
５０　画像表示パネル



(17) JP 4047559 B2 2008.2.13

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(19) JP 4047559 B2 2008.2.13

【図１１】 【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】
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【図１６】 【図１７】
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